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2.2 起業の資本調達メカニズム 
 ①企業の設立：発起人による出資（元手） 
         ↓       ↓ 
        出資者へ     資本金 
 ②創業 

資本金による信用・担保 ⇒ 借り入れ：外部資金（負債：他人資本）の調達 
 ③事業活動開始 

総資本（資金金+負債） ⇒ ヒト（労働力）、モノ（生産手段） 
 ④儲かる：利益の実現 
 ⑤利益処分 
   利益配当 or 利益留保＝資本の内部調達：自己資本 
          利益を資本として再び出資（①へ） 
 
 資本の蓄積＝資本循環 
 ３つの資本調達源泉の確保  

① 自らの出資 
② 借り入れ 
③ 利益留保 

 ⇒ 企業信用力の向上 ⇒ 負債利用枠の拡大 ⇒ 実現利益の拡大 
  
 出資の分散 
 発起人出資額が大きければ大きいほど、企業は早く巨大化可能 
 しかし、一人の出資者の資金力には限界 
 よって、出資者の数を増やす 
     ＝発言・支配権（経営者）の増加 「船頭多くして船山に登る」 
      定義：経営に自己の意思を反映させること 
 

出資の大規模化の前提条件とは 
多数出資者の経営的意思決定の統一のためのメカニズム 

 ＝資本調達メカニズムの進化 
 ≒企業形態の展開の歴史 
 
2.3 企業前史 
 １、先駆企業 
  中世ヨーロッパを中心とした陸路の通商や海上貿易 
  冒険的性格：航海毎にカネとヒトを調達（座）、成功すれば分配解散 
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  継続的性格：オランダ東インド会社 
 
 ２、家内営業（企業） 
  職人による家内工業組織 
  特徴）家計充足に限定、余剰利益追求はなし 
     自己技術への誇り → 自己労働 

生産手段（道具）を所持し手工業生産 
封建的師弟関係：親方職人と技術見習い 

 
３、企業への転化 

  商人の出現と問屋制の発展 
  身分制度の崩壊 
  ↓ 
  工場制の誕生 → 賃金労働者の誕生 
   

企業（営利事業組織）への発展 
   協業（多労働者が伴に作業）の成立 
   事業主は自己労働よりも全体管理の必要性 
   自己労働をしなくても、家計充足可能 
   余剰利益の取得 
 その後、産業革命による機械技術の導入により本格化 
 
2.4 企業形態の展開 
 １、個人企業 
  一人の出資者 
  個人的信用・・・・・企業が返済不能に陥った場合は、出資者が完済：無限責任 
  出資者＝発言・支配権（自己意識の反映）の保持 
  通常、他社依存はない＝所有と経営の一体化 
 
３つの限界点 
  資本調達力の限界 
  負債の限界（出資者の消極的姿勢） 
  利益機会の限界 
∴複数出資者の必要性 ＝ 企業形態の発展（制度的発展）    

 ≠個人 
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２、合名会社 
 複数の出資者：集団企業、会社企業（商法）、会社 
 会社の最も初期的形態＝合名会社 
 出資者の複数・分散化 → 発言・支配権の複雑化 
 合理的手段としての合議制（各出資者の意思を全員の話し合いによって決定） 
 
限界点 
  信頼関係が前提・・・・出資者が限定（通常は親族） 
             ＝人的信用保証の必要性：出資者全員による無限責任 
  共同経営者として、会社全体を直接管理 
 つまり、合名会社は「資本調達力の限界」の一部を克服したに過ぎない 
 
 ∴よりいっそうの出資規模の拡大（利益機会獲得）の必要性 
             ＝ 企業形態の発展（制度的発展） 
 
３、合資会社 
  新しい出資分散方式（持分出資者）の創出 
  ぷらす、合議制の維持 
 
 持分出資者とは発言・支配権を有しない新たなタイプの出資者 
 持分出資者の特徴 
  マイナス要因：発言・支配権の放棄 
  プラス要因（誘因）：無限責任の免除（責任の有限化） 
                   出資額を限度 
 
 
 支配出資者の特徴 
  マイナス要因：発言・支配権の獲得 
  プラス要因：無限責任 
 
 合資会社の最大の特徴：債務履行に関する責任の分割 
結果） 
  合議制の維持 
  出資規模の拡大に成功 
   
限界点 
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 持分出資者の離脱が困難 
 支配出資者への絶対的な信頼が前提 
       ＝持分出資者の範囲限定 
  
４、株式合資会社 
 合資会社と株式会社の中間 
 持分の株式化 
    所要額を小口化すること 
  ⇒出資金額の小口化 
   株券・・・高い譲渡性 
限界点 
  持分出資者に限定、支配出資者は無限責任 
  つまり、負債の限界（出資者の消極的姿勢）は残ったまま 
 
５、株式会社 
  資本金全額の株式化（均一小額単位＝株式） 

人的保証からの脱却＝資本金の拡大可能性の確保 
一方、支配出資者の特権（発言・支配権）の損失 
   ＝株式毎に支配権が等しく分割 

新たな問題点）持分出資者への発言・支配権の開放  「船頭多くして船山に登る」 
解決法） 
 全出資者（旧持分出資者・旧支配出資者）へ支配権を付与 
＋（加えて） 
実質的な支配の権限を支配支出者へ 

すなわち 
 株式会社の株式とは、単なる持分の単位ではなく、出資者としての権利の単位、あるい

は単位化された出資者としての権利そのもの 
 株式の所有者＝発言・支配権の所有 

 
「株式化」の最大の貢献 
 支配出資者に帰属していた支配権は、株式それ自体の中に独立 
⇒すべての出資者（旧支配出資者・旧持分出資者）は一様に株式保有者（株主）へ 

 株式を所有するものは誰でも、支配権の保有者へ 
 ⇒すべての株主が支配権を保有 
重要キーワード 
 有限責任：出資者は出資の範囲で責任を負う 
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 株主総会：支配のメカニズム、最高意思決定機関 
 取締役会：株式会社そのものの経営を担当する取締役 
 専門経営者：株主総会によって委託された専門経営者、経営学の必要性 
  

6、有限会社  
 中小企業のために株式会社の制度的特質を簡素化した形態 
         ①資本金の均一単位への分割 
         ②出資口数に比例する支配権 
         ③全出資者の有限責任体制 
 
以上、小松章（1990）『企業形態論』新世社をまとめた。 


